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【応募方法】はがき・FAX・メールにて
【必要事項】①ご意見・ご感想 ②住所 ③氏名 ④年齢 ⑤電話番号
【応募締切】令和3年３月31日㈬まで（当日消印有効）
【 応 募 先 】旭川市社会福祉協議会の５条事務所（上記参照）まで

　「社協あさひかわ」に関するご意見やご感想をお聞かせください。
ご意見・ご感想をお寄せいただいた方の中から抽選で、４人の方に
1,000円分の図書カードをプレゼントします。なお、当選者の発表は発
送をもってかえさせていただきます。 ※ご意見・ご感想で得た個人情報は、プレゼントの抽選及び発送以外に使用しません。

旭川市社会福祉協議会社会福祉法人

【5条事務所】〒070-0035 旭川市5条通4丁目 旭川市ときわ市民ホール1階
TEL 23-0742 / FAX 23-0746　Eメール chiiki@north.hokkai.net

【神楽事務所】〒070-8003 旭川市神楽3条4丁目1-18　TEL 60-1710 / FAX 60-1780

このページは、旭川市社会福祉協議会のページです。

ご意見・ご質問を募集
しています！「旭川市
社会福祉協議会」まで

共同募金運動期間
１０月１日～１２月３１日

このページは、
赤い羽根共同募金の
助成を受けています

令和３年３月
〈No.194〉

http://www.asahikawa-shakyo.or.jp

次回の「社協あさひかわ」は令和３年５月号に掲載

図書カードをプレゼント!!

　旭川市ボランティアセンターでは、「ボランティアを必要としている人」と「ボランティア活動をしたい人」の
橋渡しや、活動にあたっての保険、養成研修といった様々なサポートと情報発信を行っています。「ボランティア
活動に興味がある」「時間に余裕ができた」「誰かの役に立ちたい」という方は当センターにぜひご連絡ください。

新しい季節にボランティアをはじめよう！

共同募金運動へご協力ありがとうございました

　市内で集まった募金は、私たちが住む旭川と北海道の福祉施設や福祉団体に助成されます。また、地震や水害などの
大規模災害が発生した時は、都道府県の枠を超えて、ボランティアセンターの運営費などに助成されます。市内で助成
を受けた施設・団体は今年９月号で紹介する予定です。

　多年にわたり共同募金運動に奉仕し、その
功績が讃えられた大浦かづ子さんと松本敏雄
さんが、厚生労働大臣表彰を受賞されました。
お二人は20年以上にわたり、地域での福祉活
動の推進に尽くされております。これからも
よろしくお願い申し上げます。

　2020年のデザインは、6,500個・325万円のご協力を皆さんからいた
だきました。製作費を除いた227万円を福祉施設、福祉団体へ助成させ
ていただきます。ただいま、2021年デザインを製作中です。今年はどん
なデザインになるのか？６月完成予定です。

旭 川 市 共 同 募 金 委 員 会 http://www.asahikawa-shakyo.or.jp/charity/

赤い羽根共同募金

20,167,734円20,167,734円
歳末たすけあい募金

2,200,000円2,200,000円

子どもの居場所づくり（忠和）　

大浦かづ子さん ( 写真中央 )大浦かづ子さん ( 写真中央 ) 松本敏雄さん ( 写真左側 )松本敏雄さん ( 写真左側 )

障がい者と音楽とのふれあい ( 旭岡 ) 地域住民のつながりづくり ( 豊田 )

旭川市5条通4丁目旭川市ときわ市民ホール1階

　ボランティアセンター登録者（個人・団体）を対象に、ボランティ
ア活動中の事故や怪我を補償する保険へ加入することができます。

ボランティア活動中の事故や怪我、賠償責任（ボランティア活動中の
新型コロナウイルスへの感染も補償対象）を補償します。
※天災プランは原因が地震・噴火・津波の場合も対象です。

※加入手続き完了日の翌日から令和４年３月31日までが補償期間となります。

350円
500円

ボランティア行事保険
地域福祉活動やボランティア活動の各種行事での
怪我や賠償責任を補償する保険です。

※A・Cプランは、20人以下の場合も、最低20人分の保険料が必要です。

Ａプラン 28円～
１人

事前に参加者が決まって
いる日帰りの行事

Ｃプラン 28円～事前に参加者を特定でき
ない日帰りの行事

Ｂプラン 〈１泊２日〉
241円～宿泊を伴う行事

年間・１人基本プラン
天災プラン

ボランティア活動保険

ボランティアに関
することや保険の
詳しい内容につい
てはこちら！

行事内容によって
料金が変わります

泊数によって料金が
変わります

１日・１人
開催場所の制限が
あります

お問合せ先

「旭川市ボランティアセンター登録規程」に基づい
て、登録カードに記載して、
旭川市ボランティアセンタ
ーへ提出してください。

※団体は、会則または
　定款なども提出して
　ください。

登録していただいた方（個
人・団体）には、ボランティ
ア募集や活動報告、研修案
内などを掲載した「ボラセ
ン通信」を年4回ほどお届け
します。

共同募金は「　　　　　　　　　　　　　　　　」

厚生労働大臣表彰を受賞～おめでとうございます

今年もあさっぴー・ゆっきりんバッジで募金！

※写真は令和２年度に助成された事業

２０２1年度 ボランティア保険のご案内

旭川市ボランティアセンターの
登録をお願いします ボラセン通信を

お届けします

2020年デザイン


